
鹿児島県における和牛精液等の流通管理に係る指導について

１ 現 状

（１）指導体制

県は，「肉用牛家畜人工授精・受精卵移植事務取扱要領」（以下，要領）を

作成，要領で家畜人工授精所開設者・獣医師・人工授精師等のそれぞれが遵

守すべき事項等を規定し，関係機関・団体と一体となり指導を行っている。

（２）具体的な規定等

①家保による立入検査等

家畜改良増殖法第34条・第35条の適正な運営を図るため，年２回（６月30

日現在及び12月31日現在）以上，帳簿の検査及び立入検査等を実施。

②獣医師及び家畜人工授精師の把握

業務を開始及び廃止並びに休止する場合は，事実が発生してから10日以内

に家保へ届出なければならない。

※業務届出の提出が確認されなければ，サブセンターから精液を分譲して

もらえない。

③家畜人工授精所開設者，獣医師，家畜人工授精師の報告等の義務

毎年２回，和牛精液等の譲渡状況，受払状況，保有状況を家保に報告し

なければならない。

※関係書類を10年間保存しなければならない。

④家畜人工授精師等間での和牛精液等の譲渡禁止

家畜人工授精師等間での和牛精液等の再譲渡を禁止している。

⑤使用見込のない精液の処分

家畜人工授精師等は，精液を処分する場合，譲渡を受けた家畜人工授精所

開設者(種畜管理者)及び家保に報告しなければならない。

-1-

平成３１年３月１８日
「第２回和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会」

鹿児島県提出資料

資料２－２

takehiro_nakahara000
長方形



【参考】

鹿児島県の精液流通

１ 家畜改良増殖法の規制

法第14条に，家畜人工授精用精液証明書（以下，精液証明書）が添付されて

いないものは譲渡不可と規定されている。また，国の通知により「裏書き」の

記載が規定されている。

２ 鹿児島県の家畜人工授精用精液証明書

県内の家畜人工授精所が発行する精液証明書は，要領で規定した精液使用報

告書と対で流通されている。さらに，家畜人工授精師等は精液注入後，精液使

用報告書を作成し，サブセンターに報告しなければならない。

※報告を怠った場合，精液の譲渡を拒否することができる。

（控え）

（原本）
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２枚綴りの複写式
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